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くと、見るとは大違い」です。 「知識や情報』

は、 「実際に確 かめてみることが必要だ」 と

いうことを学んだので した。

大学受験の受験生の時には、アメリカ文化

センターの図書館には、かなり多く通いました。

同 じような受験生が多 くいて、その人々の刺

激を受けることもあり、特に我が家にはない 「冷

房』があったので、快適な環境 を満喫 してい

たので した。私は、現在 も、どういう文献が

あるか、 どんな内容なのかをチェックするた

めに、図書館 を多 く利用 しますが、当時 も、

現在も、図書館の本はあまり借 りて読みません。

貸 し出 し期間内に終了できないことが多いか

らです。

私と図書館との出会い

研究を しようと考えたこと

大学(金沢大学法文学部)に入ったのは、親の

監督 を受けない ところで、思いっきりスキー

をや りたいと考えたからだったのですが、あ

る日、 「宇都宮」という本屋に何気なく入 り、

手にしたのが、瀧川幸辰先生の 「新刑法読本』

(復刻版)でした。これが 『運命の出会い』だっ

たのです。他の本であった ら、恐 らく刑法 な

んて勉強 しなかっただろうと思います。学生

諸君の多 くもそ うだろうと思いますが、 「刑

法の教科書』というと、カントとか、アリス

トテレスとか、哲学者の名前が多 く出てきて、

やたら漢字が多 くて、全 くわけのわか らない

ことばか りが書いてあ りました。

しかし、この本は、非常に 「簡潔 ・明瞭』、

非常に解か りやす く、一晩で読んでしまいま

した。ところが 「その犯罪者が、犯罪を犯 し

たから、処罰されるのだ」(悪に対する、悪反動)

私 が 、最 初 に 図書 館 に行 っ た の は 、 高 校2年

生 の 夏 休 み で した 。 多 分 、YMCAの 英 語 講 習

会 の帰 りで あっ た と思 い ます(1953年)。 そ れ は、

産 経 新 聞 社 の ビ ル の 中 に あ っ た 「ア メ リ カ文

化 セ ン タ ーの 図書 室 』 で した。 多 くの 人 々 は 、

「最 新 の ア メ リ カ の 資 料 」 を求 め て来 て い た

の で し ょ う。 しか し、 私 達 の 目的 は 、 違 っ て

い ま した 。 当 時 は 、 一 般 家 庭 は 、 無 論 、 多 く

の施 設(中 之 島 の 大 阪 市 中央 図書 館 も含 め て)、

冷 房 完 備 で は な か っ た の で 、 涼 しい と こ ろ を

求 め て きた だ け の こ とで した。

多 くの 図 書 館 は 、 受 験 勉 強 目的 の 利 用 を 禁

止 し て い た の で す が 、 ア メ リ カ 文 化 セ ン タ ー

は例 外 で した 。 そ の 理 由 は 、 色 々 と あ っ た で

し ょ う が 、 「鞄 な ど を持 ち 込 ま れ る と、 そ の

かば ん に図書館 の本 を入 れ て黙 って持 ち帰 る人 々

が い るか らだ」 と教 え られ ま した。 これ は、 「ア

メ リ カ で は 、 図 書 館 の 本 を勝 手 に 持 っ て 帰 る

人 は い な い 。 日本 人 に は公 共 心 が 乏 し く、 次

に利 用 す る人 々 の こ と を考 え な い か らだ!」

と も言 わ れ て い ま した。

しか し、 実 際 に ア メ リカ に行 っ て み て 、 最

初 に留 学 した ニ ュ ー ヨ ー ク 大 学 の 法 学 部 の 図

書 館 で は、 アメ リカ に は 、 そ ん な事 例 には 「軽

窃 盗 罪 』 と い う規 定 が あ っ て 、 処 罰 され る こ

と もあ るの で す が 、 隠 して持 っ て帰 る学 生 や 、

大 事 な一部 を切 り取 って持 って帰 る 「不 届 き者 』

が 多 くて 、 そ の 対 策 に 困 っ て い る と の こ と で

した。 どこ の 国 も一 緒 。

そ の 頃 に色 々 と教 わ っ た こ との多 くが 「嘘 』

だ っ た と、 後 で 知 る こ とに な り ま した 。 「講

釈 師 、見 て きた ような嘘 を言 い」 あ るい は、 「聞
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と書かれていた部分に、固まってしまったの

で した。 「何故だ!」 という疑問です。司法

試験 を受けて検事 になった友人達は、 「何故

そんなことに疑問を持つのだ」というのです。

その後、 「歴史的な経験の産物 ・社会秩序 の

維持のため ・再社会化のために必要である」

とは学んだのですが、 「犯罪者 というレッテ

ルを貼 って、刑罰を科すことが、再社会化に

効果があるのか?」 とい う、 「疑問』に、答

えてはくれませんで した。その後、大学の図

書館 に行って色々と調べてみても、私が理解

で きるように書いてある書物は見つか りませ

んで した。解からなければ自分で研究する以

外に仕方がないので、大阪大学の大学院に進

んで研究してみようということにしたのでした。

大阪大学の図書館で見付けたのが、ハ ンス ・

フォン ・ヘンチ ッヒの 「ディー ・シュ トラー

フェ(刑罰)」という書物でしたが、無論、私が

満足で きる ものではあ りませんでした。この

本によって、私は、 「刑罰の歴史』に興味を

持つようになりました。この本に引用 されて

いた、グレゴリウス ・アグリコーラ著、フー

バーの英語訳の 「デ ・レ ・メタリカ(金属鉱山)」

という本がありました。この本は、 「大阪大

学の図書館 にはなく、京都大学工学部の図書

館にある」 という情報 を得て、京都大学工学

部の図書館 に借 りに行 ったのですが、 「貸 し

出し期限は、2週 間」 とのことでした。

しかし、あまりにも膨大な本なので(A4変形:

600頁)、 期限内に読み終わることはできそ う

にあ りません。そこで、指導教授 にお願い し

て「公費注文書」を書いてもらったのですが、「工

学部の蔵書 にあるので2重 購入はで きません」

との解答 を受けました。結局、非常に高価 だ

ったのですが、自分で購入 して、じっくりと

読むことになりました。大阪大学の大学院に

在学 していた間にも、図書館 の本 を利用する

ことは余 りありませんで した。

地方史家の図書館を知る

文献を読むというのは退屈 します。しかし、
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歴史的事実に関する記述には、引っ掛かるこ

と(疑問を感じる)も多 くあ ります。刑務協会発

行の 「日本近世行刑史稿上 ・下(約3000頁)』

の中に、 「西南の賊徒 を収容するために北海

道に集治監を設けた」 という記録、あるいは、

「囚人達の労役によって、北海道開拓の基礎

となる道路開削が行 なわれた」 という記事に

引っ掛かったのです。疑問を持 ったら解明し

ようと努力するべ きです。

私は、法務省の関連機関の 「日本刑事政策

研究会」の研究費を頂き、法務省の協力を得て、

「北海道矯正管区(その地域にある刑務所の監

督官庁)』を尋ねて資料 を求めることか ら始め

ました。そこで、①当時の収容者の名簿が、

旭川の刑務所 に残 されている。②月形町(樺戸

集治監のあった所)の役場の熊谷 さんが資料 を

持 っているという情報を入手 して、先ず月形

町に向かいました。

熊谷さんは、月形町史の編纂を担当しており、

彼の 自宅には、当時の資料や文書が多数集め

られ、個人の図書館 というか、博物館のよう

になってお り、郷土史家が訪れるということ

でもあ りました。

また、囚人が作ったという 「北海道縦断道路」

の沿線 にある町には、郷土史家がおられて、

町史の中に多 くの記述があるという情報 も追

加 されました。 しか し、これ らの多 くが、囚

人労働の時代と、その後の監獄部屋 「タコ部屋」

と読みます:こ れは、や くざ等が集めて きた

工事人夫で、囚人ではない)の状況を混同して

いるものが、多いものと考えられます。

月形町の次は、本命の旭川刑務所に行 きま

した。この旭川刑務所が、空知集治監(囚人達

を空知炭鉱の人夫 として提供するための施設

であった)から事務を引 き継いだ刑務所であっ

たので、囚名簿 と金文字の入った明治14年 か

ら明治21年 までに、樺戸集治監 と空知集治監

に送 られてきた囚人達の名簿が残されていま

した(現在は、恐 らく、府 中刑務所の敷地内に

ある 「矯正資料館』に保存 されているものと

思います)。

この刑務所 には、当時の職員達によって書



かれた、毛筆の記録文書 も多 く残 ってお り、

興味深 く読 ませていただき、持参 した35ミ リ

のハーフ判のペンタックスFで 、約100本 のフ

イルムに収めて持ち帰 りました(当時は、コピ

ー機がな く、カメラに収めるのが、一番便利

で確実な方法で した)。

このフイルムを詳しく調べたのですが、 「西

南の役の賊徒』 と想像で きる人を見付けるこ

とはできませんでした。大多数が 「窃盗犯人』

で、関西(大阪 ・神戸)・九州(福岡)から連れて

来 られた人々であったのです。

これは、一種の 「流刑』であったのですが、

決 して 「極悪非道の犯罪者達』ではなかった

ようです。労働力を利用す るために連れて来

ただけなのであったようですが、それ らしい

理由をつけたに過ぎなかったのでしょう。そ

の後、 「三井三池炭鉱』に労働力 を提供する

ために作 られた、三池集治監(福岡県 と熊本県

の県境付近にあった)について調査研究をしま

したが、同様の結論に達 しました(オース トラ

リアのタスマニア島への流刑 については、別

の機会に、 もう少 し詳 しくお話 します)。

近畿大学の図書館では

私が、近畿大学の専任講師に採用された時

期(1969年)は 、非常 にラッキーでした。図書

館長は、小野村教授(法学部)、大学は、 「最大

の拡大の時期』だったのです。図書購入費が、

非常に豊富だったのです。色々な 「稀 こう本』

も購入 されました。その中には、私の希望で

刑罰史に関する書物なども数冊購入 していた

だきました。

図書館 は、商経学部の21号 館の中にあった

のですが、現在の中央図書館が新築され、蔵

書数が急激に増大 しました。私が注文 した書

物は、収書前に目を通させていただ くという

気 ままも許されてい ました。 しかし、い くら

蔵書 を増や して頂 いて も、私の疑問に応 えて

はくれませんで した。
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ニューヨーク大学法学部の図書館

ア メ リ カ で は 、 法 学 部 は 、 ロ ー ス ク ー ル と

呼 ば れ て い ます 。1977年 に 、 近 畿 大 学 か ら、

ニ ュ ー ヨー ク大 学(NYU)へ の留 学 を命 じ られ ま

した 。 多 くの 先 生 か ら 、 ロ ス ク ー ル の 図書

館 は 、膨 大 な 蔵 書 数 を誇 り物 凄 い もの だ と聞

い て い ま した の で 、何 か 素 晴 ら しい 文 献 を 見

る こ とが で き る と期 待 して い ま し た(実 は な か

っ た)。 「入 館 証 』 を手 に入 れ よ う と、 図書 館

の 受 付 で 尋 ね て み る と 、写 真 を持 っ て い る か

と聞か れ て、パ ス ポ ー ト用 に作 った写真1枚 と、

ロ ー マ 字 に した 名 刺 を 出 す と、 そ の場 で 、 私

の 写 真 の 入 っ た ク レ ジ ッ トカ ー ドの よ う な カ

ー ドを発 行 して くれ ま した
。

こ の 頃 に は、 私 の研 究 テ ー マ は、 「少 年 法 』

に 移 っ て い ま した の で 、 『少 年 法 』 に 関 す る

もの を探 そ う とす るの ですが 、見 つか りませ ん。

このNYUの ロ ース ク ー ル の 大 学 院(グ ラヂ ュ エ

ー トク ラ ス)と い う の は 、夜 間 開 講 に な っ て い

ます 。 「刑 法 』 の セ ミ ナ ー は、 受 講 生 が 約10

人 で 、教 授 が 、 「マ オ(毛 沢 東)の 息 子 達(一 般

市 民)』 と い うペ ーパ ー バ ッ ク の 要 点 を説 明 し

な が ら学 生 と議 論 をす る とい う も の で した 。

開講 時 に 、全 員 に 自己紹 介 を させ たの で 、 「日

本 か ら き た プ ロ フ ェ サ ー ・タ カ ハ シ で す 。 少

年 法 を研 究 テ ー マ に して い ま す 」 と 自己 紹 介

を しま し た 。 そ の セ ミ ナ ー が 終 了 した 時 に 、

ス ピ ラ ッ ク と名 乗 る 女 子 学 生 が 、 「日本 の少

年法 に 関心 が あ る」 と話 して 、 「また 来 週!」

とい っ て急 い で 出 て行 っ て し まい ま した 。

そ の 次 の週 に、 「ア メ リ カ の 少 年 法 を勉 強

した い の だ が 、 適 切 な書 物 が 見 つ か ら な くて

困 っ て い る」 と話 す と 、 「ア メ リ カ で は 、 少

年 非 行 は 、 州 の 管 轄 に属 す る の で 、 州 に よ っ

てそ の名称 が異 な り、 ニ ュージ ャー ジー州 で は、

「少年 法 』 と呼 ぶ が、 ニ ュー ヨー ク州 で は、 「家

族 法 』 の 一 部 に な っ て い る 。 各 州 の 法 典 は 、

ウエ ス ト出 版社(ア メ リカ 最 大 の 法律 関 係 の 出

版社)の 図書 館 へ 行 っ て 聞 い て み た ら」 と教 え

て くれ ま した 。 「餅 は 、餅 屋 に 聞 け!」 とい

う こ と の よ うで す(お 菓 子 屋 に は 、餅 も売 っ て



は い るが 、 餅 専 門 店 に 行 くべ き だ!と 言 う の

で し ょう)。

ウエス ト出版社の図書館

ウエス ト出版社 の図書館は、ニューヨーク

市の郊外 にあ りました(現在では、出版社が合

併統合を繰 り返 して、 トムスン ・ウエス トに

なっているので、移転 しているかもしれない)。

この図書館(開架式の閲覧室がある)は、NYUの

ロースクールの図書館 の3倍 くらい大きい建物

で、ウエス ト出版社の出版物のほとんどが収

納 されていました。連邦(アメリカ合衆国)の法

典 と判例集、14の 州の法典 と判例集が全て収

蔵 されているとのことで した。

ここの受付で、訪ねてきた用件を伝えると、

「ウエス ト出版社 の出 している各州の法典の

名称の一覧表のコピーを作 ってくれて、その

他の州の法典を出版 している出版社の名称 と、

所在地については、 コピーをあげるか ら、そ

れぞれ手紙で尋ねると教えてくれるはずです」

と親切に教 えて くれた。各出版社 には、手紙

を出し、帰国後に注文 して、25州 の「非行少年

の処理に関する法典を集めました。

しか し、アメリカでは、毎年かな り多 くの

改正があ り、新 しく加除または、付録が送付

されて くるので、それらを追いかけることが、

非常に困難になってしまいました。小さい州(例

えば、モンタナ)などは、立法議会が法典の規

定だけを出版 していますが、これらの出版物は、

注釈付 きになっていますので、経済的な負担

も大 きくな ります 〔出版社の ものは、注釈付

きになっていますが、恐 らく、各州のGPO(政

府出版局)か らは、インターネッ トを使 えば、

無償で入手で きると思います〕。

「修復的司法』に関心を持つ

1993年 に 、 オ ー ス トラ リ アで 唯 一 の 私 立 大

学(外 観 は 、 世 界 で 一 番 美 しい 大 学 と も言 わ れ

て い る)の ボ ン ド大 学 の ポ ー ル ・ウ イ ル ス ン教

授(人 間科 学 部)か ら 「オ ー ス トラ リア の 刑 事 司
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法:1990年 代 中頃」 とい う書 物 を貰 い ま した 。

そ こ に 収 め られ た ナ フ ィー ン と ウ ン タ ー ジ ッ

ッ の 書 い た 「少 年 司 法 の傾 向 』 と い う論 文 に

書 か れた 「"伝 統 的 な関心 の懲 罰 ・福祉"か ら、

第 三 の ス タ イ ル の"修 復 的 司 法"へ の パ ラ ダ

イ ム の転 換 が 望 ま れ る」 とい う部 分 に シ ョ ッ

ク を受 け 、 「"修 復 的 司 法"と は何 だ 」 とい

う関 心 を持 つ よ うに な っ た の で す 。

翌 年 、 ポ ー ル ・ウ イ ル ス ン教 授 が 、 「日本

に お け る少 年 非 行 』 と い う テ ー マ で 、 講 義 を

して くれ ない か との 誘 い を受 け て、 夏 休 み に、

ボ ン ド大学 に行 くこ とにな りま した。 早速 、 「修

復 的 に つ い て 知 りた い の で 、 適 切 な 人 を紹 介

して 欲 しい」 との 手紙 を書 き ま した 。

彼 が 紹 介 して くれ た の は 、 ブ リ ス ベ ー ン大

学 の オ ッコ ー ナ ー教 授 で した。 彼 は、 さ ら に、

カ ソ リ ック ・プ リズ ン ・ミニ ス トリ ー(刑 務 所

問 題 に 関 す る カ ソ リ ッ ク聖 職 者 の 会)で した 。

この 会 は 、 「現 在 の 刑 事 司 法 シ ス テ ム が 、 ど

れ 程 無 駄 で 、 不 合 理 ・不 必 要 で 、 犯 罪 者 が さ

ら に犯 罪 を犯 す よ う にす る シ ス テ ム で あ る」

と主 張 し、 応 報 ・福 祉 的 な 司 法 か ら、 修 復 的

司 法 に代 え よ う との 活動 を して い ま した 。

こ こ の 図書 室 で 、 ジ ム ・コ ンセ デ ィ ー ン 司

祭 の書 い た 「リス トラテ ィ ブ ・ジ ャス テ ィス(修

復 的 司 法)』 を 入 手 し ま した 。 こ の 頃 に は 、 す

で に 、 私 自 身 も、 機 械 翻 訳 を利 用 す る よ う に

な っ て お りま した 。 そ の 本 の綴 じて あ る部 分

を切 り取 り、 自動 拡 大 コ ピ ー機 を使 い 、 そ の

コ ピ ー を連 続 ス キ ャ ナ ー に 通 して 、 一 応 の対

訳 が 出 て くる よ う に な っ て い ま した 。 こ れ だ

け で も、 書 か れ て い る 内容 は十 分 に理 解 で き

る よ う に な っ て い ます 。 こ の よ う な プ ロ セ ス

を利 用 す る た め に は 、 図書 館 で借 りた 書 物 を

コ ピ ーす る の で は 時 間 が か か りす ぎ ま す(自 分

で購 入 して ば らば らに す る 必 要 が あ る)。

この対訳 を利 用 して 、先ず 、不 適切 な訳語 を、

適 切 な訳 語 に 一 括 置 換 し、 さ ら に 、 そ の 他 の

不 適 切 な 部 分 を修 正 し、 文 章 を よ り適 切 な 日

本 語 に代 え れ ば 、 翻 訳 が 完 成 し ます の で 、 英

語 の 書 物 で は 、 翻 訳 が 格 段 に速 く出 来 る よ う

に な りま した。 この翻訳 をプ リ ン トア ウ トして、



製本 してもらって、ニュージーラン ドのクラ

イス ト・チャーチ近郊のリットル トンに、ジム ・

コンセディーンの教会 を訪ねて、翻訳 ・出版

権を無償で貰ってきました。しかし、この本は、

出版 を引 き受けて くれる出版社から要求され

た費用があまりにも高額なので 自分だけで出

版するのはあきらめ、希望者には、フロッピ
ーディスクで提供することにしました。

その後、ジムと、 「修復的司法』の世界的

な普及のために活躍している、弁護士のヘレン ・

ボウェンが共同編集 した、 「修復的司法 一現

代的課題 と実践』の翻訳出版権を無償で貰っ

たので、関西在住 の 「修復的司法』に関心を

持っている研究者達が翻訳 し、関西学院大学

の前野教授 と、私が費用を負担 して、関西学

院大学出版会か ら出版 されました。

ニュージーラン ドと

オース トラリアの法典

ジ ム ・コ ン セ デ ィ ー ン の最 初 の 本 に 「ニ ュ

ー ジ ー ラ ン ドの 若 者 司 法 は
、 「修 復 的 司 法 』

を全 面 的 に 採 用 し て 、 少 年 院 や 少 年 刑 務 所 を

全 廃 し、 原 則 と し て 、 「家 族 グ ル ー プ会 議 』

を 通 じて 処 理 され て い る」 と書 か れ て い る の

を読 ん で 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドの少 年 法 に 関 心

を持 つ よ う に な りま した。

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドは 、 英 連 邦 に 属 す る 国 で

す が 、 連 邦 国 家 で は あ りま せ ん の で 、 少 年 法

は一 つ で す 。GPOか ら頒 布 され て い る の で 、

大 学 の 本 屋 や 、 町 の大 き い 本 屋 で 安 価 で 入 手

で き ます 。 ま た 、 注 釈 付 きの 法 典 も、 ブ ル ー

カ ーズ とい う 出版 社 か ら販 売 され てい ます 。

こ の 出版 社 の 『トラ プス キ ー の家 族 法:第2

章 』 に は 、 『ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドの 若 者 司 法 の

解 説 』 が 、 また 、 そ の 条 文(加 除 式)は 、 第4章

に あ ります 。 前者 の翻 訳 は、 「近 畿大 学 法 学 」

の 第47巻 第3・4号165～356頁 に あ ります 。

条 文 の翻 訳 もあ るの で す が 、年 に2回 修 正 しな

け れ ば な ら な い の で 、 ホ ー ム ペ ー ジ に掲 載 す

る予 定 で す 。

最 初 に 「修 復 的 司 法 』 が 実 践 され た の は 、
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オース トラリアのNSWの ワガワガだったので

すが、刑事司法に関 しては、アメリカの強い

影響下にあるので、 「応報』→ 「福祉』→ 「処

罰』→ 「重罰』という傾向にあったのですが、

最近では、 「家族グループ会議』を考慮に入

れようとする州が増加する方向にあるようです。

オース トラリアは、連邦 国家で非行少年の

問題は、各州の管轄 になっていますので、各

州に少年法があ ります。各州の法典は、各州

のGPO(政 府出版局)から安価に入手できますが、

最近では、各州の立法議会 のホームページに

インターネットでアクセスすれば、簡単に入

手で きます。さらに、これを直接翻訳 ソフ ト

に通せば、あまり上手 とは言えませんが、あ

る程度、内容を理解できるので非常に便利です。

2年後に退職すれば、インターネットは世界

中の どこか らで も利用可能ですので、オース

トラリア国立大学のジョーン ・ブレイスウエ

イ トと一緒に、オース トラリアを始め、世界

の若者司法における 『修復的司法』の導入の

過程の変遷をホームペ ジの上で紹介する予

定です(無論、成人の刑事司法への 『修復的司法』

の導入 をも期待 していますので、この分野に

も広げたいと思っています)。

今では、世界の図書館だけではなく、非常

に広範囲な情報が、インターネッ トで、アク

セスできるようになっていますので、図書館

の存在意義も大 きく変わり、10年 後には、図

書館の書庫は消えてしまっているでしょう。


